
令和 3 年 11 月発行 

1 

 
 

〔 消費税 課税事業者版 〕 

 

 

  
 

 

 

 

 

消費税の軽減税率制度開始から 2 年が経過し、いよいよ令和 5 年 10 月からインボイス制度が始

まります。ここでは消費税の課税事業者（以下、課税事業者）の目線で、インボイス制度がどのような

制度で、どう影響するのか、どのような準備が必要なのか、概要を確認します。 

 

インボイス制度開始に向け、登録申請が開始 

誰でも勝手にインボイスを発行することはできません。インボイス制度開始に間に合わせるには、い

つまでに何をしないといけないのか、まずはその理解からスタートです。 
 

インボイスとは「適格請求書」、インボイス

制度は「適格請求書等保存方式」といい、令和

5年 10月 1日から開始します。開始後は、仕

入税額控除を受ける際に、原則、売手が発行し

た「適格請求書」等の保存が必要となります。 

この「適格請求書」は、税務署による審査・

登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか、

発行することができません。 

 

インボイス制度開始時点で「適格請求書発

行事業者」であるためには、原則、令和 5年 3

月 31日までに登録申請書を提出する必要があ

ります。（p.8参照） 

次ページからは、課税事業者にとって、売手

と買手、双方の面からどこに気を付けて、何を

いつまでに準備したらよいのか、ポイントを

ご案内いたします。 

  

 

 

 

～ 目次 ～

インボイス制度開始に向け、登録申請が開始 ...... 1 

インボイス制度って何？ 適格請求書ってどんな

もの？  ....................................................... 2 

買手の立場からみた！～免税事業者との取引は

どうなる？ ................................................... 4 

売手として、買手として、今後は何に注意したらよ

い？ ............................................................ 6 

まずは登録申請から ...................................... 8 

 

誰がインボイスを発行できるの？ 

参考：国税庁特設サイト「特集 インボイス制度」 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

まずは登録の申請から 

令和3年10月1日 令和5年10月1日令和5年3月31日

登録申請　おすすめ期間！

登録申請　受付開始 インボイス制度スタート

間に合います！！
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インボイス制度って何？ 適格請求書ってどんなもの？  

ここでは、インボイス制度の全体像をご紹介します。実はこの制度、消費税及び地方消費税（以下、

消費税額等）の納付税額を大きく左右しますので、影響は大きいといえるでしょう。 

 

 この仕入れ、消費税額等はいくら？ 

インボイス制度は、支払った消費税額等と

適用された消費税率を「適格請求書」等で把

握する制度です。 

 軽減税率制度の登場により、8％と 10％の

複数税率が存在することとなり、どの商品・

サービスにどの税率が適用され、税率ごとの

消費税額等はいくらなのか、単一税率であっ

た頃の請求書の形式では、把握が難しくなり

ました。これらを正確に、売手から買手に伝

える手段として導入されるのが、「適格請求

書※1」です。「適格請求書」では、現在の移

行措置である「区分記載請求書」で求められ

る下図①②だけでなく、基本的に③④の事項

も記載が求められます。

※1上図のように一の書類ですべての記載事項を満たす必要はありません。例えば、契約書を取り交わした事務所の賃貸借のように、

代金決済の都度、請求書等の交付がない場合に、契約書と通帳をあわせて記載事項を満たすなど、複数の書類等をあわせて一の「適

格請求書」とすることも可能です。 

 

  

そもそも、仕入税額控除って何？   

課税事業者は、原則、下図のように販売等

により預かった消費税額から、仕入等により

支払った消費税額を差し引いて（仕入税額控

除）、消費税額を求めます。このような計算

のしかたを「一般課税」といいます。この消

費税額と、消費税額から計算した地方消費税

額を合計した金額が、納付税額となります。 

 

 

  

（株）〇〇販売　御中

10/1 商品A ※ 6,480 円

10/2 商品B ※ 3,240 円

: :

10/31 商品X 8,800 円

合計 109,000 円

うち消費税額等 9,000 円

うち消費税額等 5,000 円）

うち消費税額等 4,000 円）

△△商事（株）

登録番号　T0001234567890

新たに追加される事項（適格請求書）

③　税率ごとに区分した消費税額等

④　適格請求書発行事業者の登録番号※

※2 
適格請求書下での②は「税率ごとに区分して合計した対価の額

　　（税抜き又は税込み）及び適用税率」に改められます。

＋

軽減税率導入前の記載事項（以前の請求書）

＋

①　軽減税率の対象品目である旨

②　税率ごとに区分して合計した税込対価の額※2

軽減税率導入後の追加事項（区分記載請求書）

請求書

（10％対象　55,000円

（　8％対象　54,000円

※　軽減税率対象

××年10月分

① 

① 

② ③ 

④ 

預かった消費税額
（課税売上げに係る消費税額）

－
支払った消費税額

（課税仕入れ等に係る消費税額）
＝ 消費税額

仕入税額控除

税理士法人 田子会計事務所
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 買手としての影響 

適格請求書がないと控除ができない？ 

令和 5年 10月 1日以降、この「仕入税額

控除」をするには、原則、「適格請求書等の

保存」が求められます※3。そのため買手とし

ては、基本的に、売手に対して適格請求書の

発行を求め、受け取った適格請求書を適切に

保存しなければなりません。 

※3 適格請求書発行事業者か否かに関わらず、課税事業者が

仕入税額控除の適用を受けるには、原則、適格請求書等の保

存が求められます。ただし、簡易課税制度により計算する場

合は、この保存義務はありません（p.7 参照）。

 売手としての影響 

登録事業者のみ適格請求書が発行可能 

他方、買手から適格請求書の発行を求めら

れた場合、売手は適格請求書発行事業者でな

ければ、適格請求書を発行することはできま

せん※4（p.1参照）。 

また、売手が適格請求書発行事業者の場

合、適格請求書の交付が免除される取引を除

き、求めに応じて交付する義務があります※5

（p.6参照）。 

この場合、小売や飲食店、タクシー等、不

特定多数のお客様に対して行う取引では、適

格請求書に代えて、右のような「適格簡易請

求書」の交付も認められています。 

※4 適格請求書発行事業者以外の事業者は、適格請求書に該

当しない請求書等の発行は可能です。

※5 一般消費者や免税事業者は消費税の納税義務がないため、

交付義務はありません（p.6参照）。

支払 

適格簡易請求書の例

領収書

△△商事（株）

登録番号　T0001234567890

××年10月8日

商品A ※ 1 108 円

商品B ※ 1 324 円

商品C 1 880 円

（10％対象　　880円 うち消費税額等 80 円）

（　8％対象　　432円 うち消費税額等 24 円）

お預かり 円

お釣り 188 円

1,500

合計 円※ 軽減税率対象 1,312

適格請求書との違い： 

① お客様の氏名又は名称を省略できます

② 適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等の

いずれかを記載すればよいこととなっています

（上図のように、両方記載することも可）

① 

② ② 

仕入先 事業者 

仕入 販売 

お客様 

商品  50,000 円 商品  40,000 円 

適格請求書、ある？ ない？ 

消費税額等 4,000円 

納付税額は？ （計算は簡略化しています） 

適格請求書等がある場合 ➡ 5,000 円－4,000 円＝1,000円 

適格請求書等がない場合 ➡ 5,000円 

消費税額等 5,000円 

仕入税額控除 

税理士法人 田子会計事務所
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買手の立場からみた！ ～免税事業者との取引はどうなる？ 

ここでは買手の立場から、インボイス制度スタート後の影響をみてみましょう。売手が消費税の免税

事業者等である場合に、消費税の取扱いにどのような影響が生じるのでしょうか※。 

免税事業者は、適格請求書が発行不可 

これまでご案内したとおり、インボイス制

度の下では、買手にとって売手が適格請求書

を交付できる適格請求書発行事業者か否か

が、仕入税額控除の適用や、納付税額に影響

を及ぼします。適格請求書発行事業者は課税

事業者に限られる（p.8参照）ため、消費税

の免税事業者や一般の消費者等（以下、免税事

業者等）が売手の場合には、適格請求書の交付

を受けることができません。 

では、この交付が受けられない免税事業者

等へ支払う費用は、基本的にどう取扱うこと

になるのでしょうか。 

ここでは、外注先である免税事業者へ外注

費として 660万円を支払った場合を例に、一

般課税※による仕入税額控除の適用がどうな

るかをみていきましょう。 

※ 簡易課税制度を選択している場合には、業種ごとに定めら

れたみなし仕入れ率を用いて消費税額を計算します。適格請

求書等の保存義務もないため、売手が免税事業者等であるか

否かによる影響はありません。

 

 

 

 

 

 

 

現行は、仕入税額控除可能 

現行での課税仕入れについては、相手先

（売手）が課税事業者であることを要件とし

ていません。そのため、売手が免税事業者等

であっても、その支払が課税仕入れに該当す

る限り、その支払額は消費税額等込みの金額

とされ、仕入税額控除を適用することができ

ます。つまり事例の場合には、免税事業者で

ある外注先へ支払った外注費 660万円は、消

費税額等が含まれているものとして、仕入税

額控除を適用します。

 

 

 

 

 

 

 

外注先 

（免税事業者） 

事業者 
（一般課税により申告） 

660 万円 支払 
外注費 660 万円 

消費税の取扱い 

（仕入税額控除の適用）

はどうなる？ 

外注先 

（免税事業者） 

事業者 
（一般課税により申告） 

 
660 万円 支払 

外注費 660 万円 

仕入税額控除の適用可 

（区分記載請求書） 

660 万円のうち 60 万円分

は消費税額等として扱うため 

外注コストは実質 600万円 

税理士法人 田子会計事務所
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個人へ事務所家賃を支払っている場合にご注意ください！ 

免税事業者等との取引で影響が懸念される点の 1 つに、事務所家賃等の支払があります。 

貸主が適格請求書発行事業者でない場合には、この事務所家賃等に係る消費税額について仕入税額控

除をすることができません。特に、経営者が所有している建物等を会社に貸しているケースなど、大家さん

が個人である場合には、免税事業者である可能性が考えられます。 

適格請求書発行事業者であるかどうかは、インターネットで確認できます（p.8 参照）。貸主の登録の有無

を確認等して、状況の把握と今後の対策等をご検討ください。 

インボイス制度下は、仕入税額控除不可

一方で、インボイス制度開始後は、免税事

業者等から適格請求書の発行が受けられない

ため、“経過措置期間”を除き、原則、仕入

税額控除をすることができません。つまり事

例の場合、660万円は全額買手のコストとし

て認識することとなります。 

経過措置期間は、仕入税額控除可能 

経過措置期間内は、期間ごとに定められて

いる一定の割合について、仕入税額控除をす

ることができます。令和 5年 10月から仕入

税額控除がまったくできなくなるわけではな

い点に、ご留意ください。 

○免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の適用関係

期間 免税事業者等からの課税仕入れにつき 

令和 5 年 9 月末まで 全額 控除できます 

令和 5年 10月～令和 8年 9月末（3年間） 80％ 控除できます 
経過措置 

令和 8年 10月～令和 11年 9月末（3年間） 50％ 控除できます 

令和 11 年 10 月以降 控除できません 

この経過措置を適用するには、免税事業者等から区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書（p.2

で示した請求書の図の①②まで記載した形式の請求書）の交付を受けて保存した上で、この経過措置の適用を

受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。 

 

 

外注先 

（免税事業者） 

事業者 
（一般課税により申告） 660 万円 支払 

外注費 660 万円 

仕入税額控除の適用不可 

適格請求書は発行できない 

全額コストとして認識 

外注コストは 660万円 

60万円のコスト増 

⇒納付税額の増加

税理士法人 田子会計事務所
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売手として、買手として、今後は何に注意したらよい？ 

ここまでで、インボイス制度の影響を確認しました。次に、制度開始にあたりどのような点に

注意したらよいのか、売手と買手、それぞれの立場から整理します。 

売手としての注意点 

適格請求書発行事業者としての義務 

適格請求書発行事業者となった場合には、

「交付」と「保存」が義務付けられます。 

① 交付の義務

⚫ 適格請求書発行事業者には、買手（課税事業

者）の求めに応じ、適格請求書を交付する義

務があります。軽減税率対象品目の販売が

ない場合にも、この義務は生じます。

⚫ ただし、適格請求書を交付することが困難

であると認められる一定の取引について

は、交付義務が免除されます。

⚫ 返品や値引き等、売上に係る対価の返還を

行う場合には「適格返還請求書」を、交付し

た適格請求書に誤りがあった場合には「修

正した適格請求書」を交付します（これらの

請求書を総称して、以下、適格請求書等）。

買手 交付義務の有無 

課税事業者 交付義務あり 

免税事業者・一般消費者 交付義務なし 

この適格請求書等は、書面での交付に代え

て、電磁的記録で提供することができます。 

② 保存の義務

⚫ ①で交付した適格請求書等について、写し

を保存する義務があります。

交付や保存が確実に遂行できるよう、書式

やシステムを準備し、従業員への理解を深め

ておくことが大切です。必要となる適格請求

書の記載事項は、p.2をご参照ください。 

なお、適格請求書発行事業者は、強制では

ありません。買手が一般の消費者のみである

ような場合に、適格請求書発行事業者となる

必要があるのか、慎重にご検討ください。 

○適格請求書の交付義務が免除される取引

以下の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難であると

して、適格請求書の交付義務が免除されます。 

1. 3 万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送

2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が卸売の

業務として行うものに限る）

3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無条件

委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る）

4. 3 万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

5. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）

税理士法人 田子会計事務所



令和 3 年 11 月発行 

7 

 買手としての注意点① 

仕入税額控除を受けるために 

買手としては、仕入税額控除を適用するた

めの要件を満たしておくことが重要となりま

す。 

インボイス制度開始後は、一般課税の場

合、次の帳簿と請求書等の保存が、仕入税額

控除の適用要件となります。 

なお、保存期間はこれまでと変わらず、課

税期間の末日の翌日から 2月を経過した日か

ら 7年間です。 

保存が必要となる帳簿 

現行と同様に、次の記載事項を満たした帳

簿の保存が求められます。 

○記載事項

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容

（軽減税率の対象品目である旨）

④ 対価の額

② ① ③ ④

保存が必要となる請求書等 

一定の取引※を除き、原則、次の請求書等

について保存が必要です（電磁的記録での保

存も可）。 

1. 適格請求書又は適格簡易請求書

2. 仕入明細書等（適格請求書の記載事項が記

載され、相手方の確認を受けたもの）

3. 卸売市場において委託を受けて卸売の業務

として行われる生鮮食料品等の譲渡、及び

農業協同組合等が委託を受けて行う農林水

産物の譲渡について、受託者から交付を受

ける一定の書類

なお、簡易課税制度を選択して簡易課税方

式により消費税を計算している場合には、適

格請求書等の保存は、仕入税額控除の適用要

件ではありません。 

消費税の計算方法 
適格請求書等の 

保存義務の有無 

一般課税 保存義務あり 

簡易課税 保存義務なし 

 買手としての注意点② 

3万円未満の取引に注意 

現行では、3万円未満の取引に係る仕入税

額控除については、請求書等の保存がなくて

も、一定の事項が記載された帳簿の保存のみ

で適用することができる特例があります。 

ただしインボイス制度開始後は、この特例

を適用することはできません。一定の取引※

を除き、3万円未満であっても必ず適格請求

書等の保存が必要となります。 

※ 例えば次の取引については、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみ

の保存で仕入税額控除が認められます。

・ p.6 の適格請求書の交付義務が免除される取引のうち、1.4.5 に該当する取引

・ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等（出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当）

○帳簿の記載例

※は軽減税率

××年

月 日 税率 借方（円）

10 2 〇〇製造（株） 飲料品※ 8% 32,400

10 3 □□食品（株） 食料品※ 8% 54,000

10 5 〇〇商会（株） 衛生用品 10% 99,000

摘要

総勘定元帳（仕入）

税理士法人 田子会計事務所
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まずは登録申請から 

最後に登録申請についてご案内します。インボイス制度が始まる令和 5年 10月 1日から適格請

求書発行事業者になるには、申請手続きを令和 5年 3月 31日までに行わなくてはなりません。 

適格請求書発行事業者になる条件は 

課税事業者でなければ、適格請求書発行事

業者となるための登録申請をすることはでき

ません※1。また、手続きをしない限り、課税

事業者であっても適格請求書発行事業者とは

ならず、発行もできません。 

なお、適格請求書発行事業者である間は、

例え基準期間の課税売上高が 1,000万円以下

となったとしても、免税事業者にはなりませ

ん。適格請求書発行事業者は、必ず課税事業

者となる点にも注意しましょう。 

※1 消費税の免税事業者も、課税事業者となることで適格請求書発行事業者の登録申請が可能です。この場合、適格請求書発行事

業者である間は、課税事業者として消費税の申告納税義務が発生します。

申請後、審査を経て登録されます 

適格請求書発行事業者となるには、まず、

納税地を所轄する税務署長へ登録申請書を提

出します※2。 

その後、税務署による審査が行われます。 

※2郵送の場合は、納税地を管轄するインボイス登録セン

ター宛てに送ります。

審査を通過すると、「登録通知書」で登録番

号（適格請求書に記載する番号）が通知されま

す。一度登録されると、自ら登録の取消のため

の届出書を提出するか、税務署から登録を取

り消されない限り、有効です。住所等の変更が

生じた場合には、適宜変更の届出をします。 

なお、登録を受けた事業者の情報は、イン

ターネットで公開されます。公開情報は次の

とおりです。取引の相手先が適格請求書発行

事業者であるかどうかも、このインターネッ

ト公開情報で確認することができます。

⚫ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

⚫ 登録番号、登録年月日（取消、失効年月日）

⚫ 法人の場合、本店又は主たる事業所の所在地

⚫ 上記の他、事業者から公表の申出があった場

合には、以下の情報

⚫ 個人事業者：主たる屋号、主たる事務所の所在地

⚫ 人格のない社団等：本店又は主たる事務所の所在地

ご不明な点やご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。 

登録までの流れ

登録申請書の提出

税務署による審査

審査通過

登録

税務署より登録通知書の送付

はい いいえ※1

はい いいえ

適格請求書を
発行できます

適格請求書を
発行できません

適格請求書発行事業者
ですか？

消費税の課税事業者ですか？

税理士法人 田子会計事務所


